
〔〔〔〔平成平成平成平成２３２３２３２３年度 第年度 第年度 第年度 第１１１１回 千葉県後期高齢者医療懇談会回 千葉県後期高齢者医療懇談会回 千葉県後期高齢者医療懇談会回 千葉県後期高齢者医療懇談会〕 〕 〕 〕 
日 時：平成２３年７月２９日（金） 午後３時から 

場 所：千葉県後期高齢者医療広域連合 会議室 

 

次  第 次  第 次  第 次  第 

１ １ １ １ 開 会開 会開 会開 会    

    

２ ２ ２ ２ 議 題議 題議 題議 題    

１ 制度の施行状況について 

２ 被保険者証年度更新について 

３ 東日本大震災の被害を受けた方への対応等について 

４ 医療費適正化事業について 

５ 広報計画について 

６ 広域計画の策定について 

 

３ ３ ３ ３ そのそのそのその他他他他    

 １ 高齢者のための新たな医療制度等について 

   (参考資料 国に対する要望) 

 ２ その他 

 

４ ４ ４ ４ 閉 会閉 会閉 会閉 会    



平成２３年７月２２日現在

区分 氏　名 団　体　名　・　役　職　等 出欠状況

田 上 充 元
  （社）千葉県シルバー人材センター連合会
       副会長

出　席

川 上 き く 子   （財）千葉県老人クラブ連合会評議員 欠　席

飯 田 禮 子   元千葉市介護保険運営協議会委員 出　席

川 越 一 男   （社）千葉県医師会理事 出　席

藤 平 雅 紀   （社）千葉県歯科医師会副会長 出　席

石 野 良 和   （社）千葉県薬剤師会副会長 欠　席

平 野 正 雄
  健康保険組合連合会　千葉連合会
  業務部会　副部会長

出　席

桜 井 康 弘
  全国健康保険協会　千葉支部
  企画総務部長

出　席

加 藤 馨
　千葉県市町村職員共済組合
　事務局長

出　席

野 尻 雅 美   千葉大学名誉教授
（会　長）
出　席

宮 崎 美 砂 子   千葉大学大学院看護学研究科教授
（副会長）

出　席

山 木 ま さ   （社）千葉県看護協会専務理事 出　席

医
療
保
険
者
代
表

連
合
長
が
必
要
と
認
め
る
者

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度　　　　第第第第１１１１回回回回　　　　千葉県後期高齢者医療懇談会千葉県後期高齢者医療懇談会千葉県後期高齢者医療懇談会千葉県後期高齢者医療懇談会　　　　出席者名簿出席者名簿出席者名簿出席者名簿

被
保
険
者
代
表

保
険
医
等
代
表



    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度 第年度 第年度 第年度 第１１１１回千葉県後期高齢者医療懇談会 目次 回千葉県後期高齢者医療懇談会 目次 回千葉県後期高齢者医療懇談会 目次 回千葉県後期高齢者医療懇談会 目次 

 

 

                         ページ 

１ 制度の施行状況について  …………………………………  １ 

２ 被保険者証年度更新について  ……………………………  ６ 

３ 東日本大震災の被害を受けた方への対応等について  …  ９ 

４ 医療費適正化事業について  ……………………………… １４ 

５ 広報計画について  ………………………………………… １９ 

６ 広域計画の策定について……………………………………… ２２ 

 

その他 

○高齢者のための新たな医療制度等について 

(参考資料 国に対する要望) 

 

 

 

 

 



（人）

　　　　　　　

（人）

年齢区分
65～

　69歳
70～

　74歳
75～

　79歳
80～
　84歳

85～
　89歳

90～
　94歳

95～
　99歳

100歳
　以上

計

被保険者数 3,616 8,076 251,411 163,507 90,128 37,098 10,640 1,526 566,002

87,036

　イ　年齢区分別

566,002 47,489 63,962 94,788

１１１１　　　　制度制度制度制度のののの施行状況施行状況施行状況施行状況についてについてについてについて

（（（（１１１１））））被保険者被保険者被保険者被保険者のののの状況状況状況状況((((平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年５５５５月末現在月末現在月末現在月末現在））））

　ア　被保険者数

被保険者数

再　　　　掲

現役並み所得者 被扶養者であった被保険者 低所得Ⅰ該当者 低所得Ⅱ該当者

議題議題議題議題１１１１
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保険者番号 市町村名 被保険者数
現役並み所得者

（再掲）
低所得Ⅰ該当者

（再掲）
低所得Ⅱ該当者

（再掲）

被扶養者であっ
た被保険者数

（再掲）

39121017 千葉市中央区 17,943 1,966 3,102 2,919 1,296
39121025 千葉市花見川区 15,294 1,633 2,637 2,356 1,088
39121033 千葉市稲毛区 13,198 1,540 2,315 1,912 837
39121041 千葉市若葉区 14,851 1,471 2,670 2,345 1,112
39121058 千葉市緑区 8,079 583 1,408 1,279 834
39121066 千葉市美浜区 9,092 840 1,456 1,512 557
39122023 銚子市 10,634 448 1,803 1,590 1,591
39122031 市川市 34,020 4,795 5,981 5,269 2,643
39122049 船橋市 48,152 5,023 7,977 7,772 3,420
39122056 館山市 8,405 480 1,568 1,649 1,003
39122064 木更津市 12,463 729 2,287 1,681 1,737
39122072 松戸市 39,644 4,246 6,665 6,457 2,836
39122080 野田市 14,159 924 2,114 2,226 1,800
39122106 茂原市 10,283 636 1,804 1,565 1,508
39122114 成田市 10,517 828 1,560 1,671 1,866
39122122 佐倉市 15,673 1,311 2,649 2,182 1,656
39122130 東金市 5,957 323 1,026 988 975
39122155 旭市 8,803 352 1,361 1,233 1,579
39122163 習志野市 13,169 1,528 2,281 1,900 946
39122171 柏市 32,433 3,431 5,512 4,267 2,553
39122189 勝浦市 3,745 170 762 657 641
39122197 市原市 24,516 1,702 3,854 3,987 3,062
39122205 流山市 14,080 1,512 2,430 1,632 1,074
39122213 八千代市 15,398 1,603 2,452 2,070 1,180
39122221 我孫子市 12,793 1,345 2,184 1,473 997
39122239 鴨川市 6,356 315 1,109 1,386 1,077
39122247 鎌ケ谷市 8,665 648 1,466 1,256 677
39122254 君津市 9,767 494 1,606 1,367 1,554
39122262 富津市 7,041 317 1,288 1,051 1,376
39122270 浦安市 7,195 1,175 1,135 1,013 711
39122288 四街道市 7,579 754 1,127 880 589
39122296 袖ケ浦市 5,318 243 863 785 938
39122304 八街市 5,881 253 1,078 1,142 816
39122312 印西市 6,848 376 1,107 940 1,211
39122320 白井市 4,072 360 635 540 419
39122338 富里市 3,551 192 560 600 464
39122346 南房総市 8,848 277 1,648 1,541 1,479
39122353 匝瑳市 6,036 208 957 989 1,111
39122361 香取市 12,363 440 1,600 1,959 2,694
39122379 山武市 7,213 218 1,322 1,278 1,270
39122387 いすみ市 7,374 350 1,203 1,370 1,354
39123229 酒々井市 1,749 119 289 246 221
39123294 栄町 2,393 107 390 341 360
39123427 神崎町 937 40 113 138 189
39123476 多古町 2,732 72 340 430 703
39123492 東庄町 2,263 53 257 325 484
39124029 大網白里町 5,302 255 867 849 872
39124037 九十九里町 2,615 75 564 433 480
39124094 芝山町 1,160 49 180 184 223
39124102 横芝光町 3,969 119 688 674 695
39124219 一宮町 1,759 95 286 260 301
39124227 睦沢町 1,222 36 169 231 304
39124235 長生村 1,922 53 268 320 404
39124243 白子町 1,902 40 324 338 373
39124268 長柄町 1,157 41 130 197 310
39124276 長南町 1,784 73 259 320 421
39124417 大多喜町 2,094 73 351 395 489
39124433 御宿町 1,713 83 360 278 228
39124631 鋸南町 1,921 67 391 388 374

広域連合 566,002 47,489 94,788 87,036 63,962

市町村別被保険者数等市町村別被保険者数等市町村別被保険者数等市町村別被保険者数等（（（（平成平成平成平成23232323年年年年5555月末現在月末現在月末現在月末現在）　　）　　）　　）　　月報月報月報月報ＡＡＡＡ表表表表よりよりよりより
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（（（（２２２２））））平成平成平成平成２２２２２２２２年度保険料年度保険料年度保険料年度保険料のののの状況等状況等状況等状況等

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

調定額（Ａ） 3,526,115 3,459,172 3,419,454 3,924,656 3,817,425 3,788,015

収納額（Ｂ） 3,539,697 3,478,304 3,441,922 3,932,197 3,820,379 3,794,183

Ｃ：収納率
（Ｂ／Ａ）

100.4% 100.6% 100.7% 100.2% 100.1% 100.2%

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

調定額（Ａ） 1,861,688 1,832,451 1,956,089 1,548,780 1,600,043 1,661,874 1,724,417 1,866,231 109,687

収納額（Ｂ） 1,822,632 1,792,552 1,909,490 1,509,849 1,554,482 1,608,516 1,653,581 1,733,777 74,283

Ｃ：収納率
（Ｂ／Ａ）

97.9% 97.8% 97.6% 97.5% 97.2% 96.8% 95.9% 92.9% 67.7%

特別徴収 普通徴収 現年合計 過年度 合　　計

22年度調定額
の合計額

21,934,837 14,161,260 36,096,097 165,834 36,261,931

割　　合 60.8% 39.2% 99.5% 0.5% 100.0%

22年度収入額
の合計額

22,006,682 13,659,162 35,665,844 125,153 35,790,997

収納率 100.3% 96.5% 98.8% 75.5% 98.7%

　イ　軽減の状況

均 等 割
9 割 軽 減

均 等 割
8.5 割軽減

均 等 割
5 割 軽 減

均 等 割
2 割 軽 減

被扶養者
均等割

軽減合計
所得割軽減

軽減対象
合　計

被保険者数(人) 111,907 64,775 11,957 34,014 66,762 289,415 46,307 335,722

保険料軽減額（千円） 3,755,233 2,051,717 222,624 253,767 2,237,224 8,520,565 461,152 8,981,717

均 等 割
9 割 軽 減

均 等 割
8.5 割軽減

均 等 割
5 割 軽 減

均 等 割
2 割 軽 減

被扶養者
均等割

軽減合計
所得割軽減

軽減対象
合　計

被保険者数(人) 108,162 65,282 11,634 33,596 64,779 283,453 45,027 328,480

保険料軽減額（千円） 3,629,785 2,068,075 216,607 250,645 2,170,607 8,335,719 450,458 8,786,177

　ウ　保険料減免申請の状況　平成２２年度（平成２３年３月末現在） （件）

　　　（ア）平成22年度（平成23年3月時点）

　　　（イ）平成23年度確定賦課時（平成23年6月25日）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

　ア　保険料調定額、収納額及び収納率等（平成23年3月末現在）

　　　　　特　別　徴　収　（　期　別　）

　　　　　普　通　徴　収　（　期　別　）

審査中減免却下件数

26 023 3

申請件数 減免決定件数
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227件 [ 7件 ]

5件 [ 2件 ]

223件 [ 5件 ]

217件 [ 1件 ] 却下　　　４件
棄却　２１３件

※[　　]内は２２年度分

（４）　審査請求の状況（平成２３年３月３１日現在）

エ 裁決された審査請求件数

主な請求内容
　保険料額決定処分、一部負担金割合が３割であること等

ア 審査請求収受件数

イ 取り下げした件数

ウ 弁明書提出件数
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２ ２ ２ ２ 被保険者証年度更新被保険者証年度更新被保険者証年度更新被保険者証年度更新についてについてについてについて    

                                                                                                            

１ １ １ １ 更新後更新後更新後更新後のののの被保険者証被保険者証被保険者証被保険者証 

 交 付 年 月 日    平成２３年８月 １日 

 有 効 期 限    平成２４年７月３１日 

（短期被保険者証 平成２４年１月３１日 ６ヶ月間） 

 被保険者証の地の色彩    青 色 

 

２ ２ ２ ２ 発送手続等 発送手続等 発送手続等 発送手続等 

（１）発送期日 

 平成２３年７月８日～２０日 被保険者証等の抜き差し等を行い市町村ごと

に発送処理（郵便局へ持ち込み等） 

 

（２）発送郵便種別   

簡易書留（転送可） 

 

（３）交付予定数（作成数） 

約 568,711枚    

 

（４）短期被保険者証（作成数） 

４０市町村 1,038 枚 

 

（５）その他 

    

 

    

    

議題議題議題議題２２２２
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３ ３ ３ ３ 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた方方方方へのへのへのへの対応等 対応等 対応等 対応等 

について について について について 

 

1 東日本大震災に係る一部負担金の免除について 

  厚生労働省が定める基準により、医療機関等は平成２３年３月１１日

に特定被災地域に住所を有していた方で、大震災による一定の被害を

受けた方が医療機関等にかかった場合、６月３０日までは、窓口でそ

の旨を申し出ることにより窓口で支払うべき一部負担金が猶予され、

広域連合が免除しました。 

    平成２３年７月１日から一部地域を除いて医療機関等にかかる際には、

免除証明書の提示が必要となりました。このため下記のとおり対応し

ています。 

①  平成２３年３月１１日以降に医療機関等の窓口で一部負担金の

支払を猶予された方については、レセプトから対象者を抽出し広域

連合から申請書と勧奨通知を送付しています。 

（６月末日現在７６２件送付済み） 

② 平成２３年３月１１日以降に各市町村で罹災証明書を発行した方

には、各市町村から申請書と勧奨通知の発送をお願いしています。 

＊ 平成２３年６月２8日現在で一部負担金免除証明書交付件数は 

34市 2,534件で詳細は別表１のとおりです。 

＊ 一部負担金の免除に要する経費は、全額国が補填することとされて

います。 

別表１ 免除証明書の発行件数       （平成２３年６月２８日現在） 

千葉市 77 東金市  5 君津市  1 山武市  132 

市川市    8 旭 市  528 富津市  3 栄 町   37 

船橋市 70 習志野市 136 浦安市 852 多古町    1 

館山市    2 市原市    2 四街道市   1 東庄町    8 

木更津市    4 流山市    2 印西市 19 大網白里市    2 

松戸市    1 八千代市    7 白井市   4 九十九里町 24 

野田市    3 我孫子市 107 富里市   1 横芝光町    8 

成田市 19 鴨川市   1 匝瑳市   1   

佐倉市 42 鎌ケ谷市   5 香取市 421 合 計合 計合 計合 計    2,534 2,534 2,534 2,534 

議題議題議題議題３３３３
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２ 一部負担金等の還付について 

   東日本大震災に伴う一部負担金の免除対象者が、医療機関等に既に一部

負担金等を支払った場合は、お住まいの市町村の窓口に領収書を添付して

申請することにより、還付を受けることができます。 

（申請手続きは別添資料 1のとおり） 

当広域連合では、この還付事務の周知を図るため、７月１日現在の免除

対象者のうち医療機関で一部負担金を支払った被保険者を抽出し、勧奨通

知、申請書を送付することとしています。（７月末送付予定） 

 

３ 後期高齢者医療保険料について 

・平成２3年３月分保険料（平成２３年５月賦課決定分） 

  平成２３年３月１１日の大震災以降に被災地から千葉県内に転入し 

た方には、平成２３年３月分の保険料が平成２３年５月に賦課決定さ 

れています。 

 この保険料の減免の申請が３４名からあり、被害の程度により３２名 

が保険料の全額、２名が半額減免となりました。 

① 津波による家屋の流失２６名 

② 原発による避難者   ８名 

  ・平成２３年度保険料（平成２３年７月賦課決定分） 

  平成２３年度分の保険料が７月に賦課決定しましたので、一部負担 

金の免除証明書の発行対象者に対し、各市町村に申請書と勧奨通知を 

賦課決定通知書に同封して送付していただきました。 

 今後、市町村経由で提出された申請書を順次審査をしております。 

    （減免割合等については別添資料 2保険料減免取扱基準表のとおり） 
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資料１

１　一部負担金還付事務処理の流れ

（被保険者） （市町村） （広域連合） （広域連合） （広域連合） （被保険者）

還付申請
（様式第４号）

→ 申請受付 → 申請入力 → 還付決定 →
決定（却下）
通知

→
還　　付
（口座振込）

申請受付後、申
請書を広域連合
へ送付

広域連合にて標
準システムへ申
請入力

高額療養費の支
給状況の確認

広域連合から被
保険者へ支給決
定（却下）通知書
を送付

２　申請書類

（１）　申請書　(別添のとおり）

（２）　添付書類

　①　免除証明書　(免除証明書の交付受けていない方は免除申請書の写し）

　②　保険医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金の額を確認する書類

３　還付金振込予定日

※申請書送付期限日は、広域連合必着日です。

４　勧奨通知の実施について

　広域連合において、平成23年7月15日現在免除証明書を発行した被保険者と３月、４月、５月分のレセプトの

突合を行い、一部負担金の支払がある被保険者を抽出し、勧奨通知を発送します。（7月末発送予定）

９月受付分

東日本大震災後期高齢者医療一部負担金還付申請手続きについて

10/5 12/7 12/19 12/21

9/5 11/8 11/21 11/24

振込日

８月受付分

受付月 申請書送付期限 振込データ作成 通知書発送
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資料2 

保険料減免取扱基準表 

事 由 適用範囲 減免の条件及び区分 証明書類 

 

 

災害に 

よるも 

の 

被保険者の属する世 

帯の主たる生計維持

者が居住する住宅に

損害をうけたこと。 

 

損害程度 減免割合 

全 壊 全 部 

大規模半壊・半壊 2分の 1 

※被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）

第２条第２号ハに規定する長期避難世帯に属するもの

については、その減免割合を全部とする。 

り災証明書等

の損害程度の

分かる書類 

 

 

 

 

被保険者の属する世 

帯の主たる生計維持 

者が死亡、重篤な傷 

病を負った、又は行 

方が不明であること 

被保険者に係る保険料額の全部 

※行方不明の場合の減免対象は、平成２４年３月３１

日までの間において、その行方が明らかとなった日の

属する月の前月分までとする。 

 

重篤な傷病を

負ったこと等

を証明するこ

とができる書 

類 

 

 

死亡、 

重篤な 

傷病、 

行方不 

明によ 

るもの 

被保険者本人が重篤 

な傷病を負った、又 

は行方が不明である 

こと。 

被保険者に係る保険料額の全部 

※行方不明の場合の減免対象は、平成２４年３月３１

日までの間において、その行方が明らかとなった日の

属する月の前月分までとする。 

重篤な傷病を

負ったこと等

を証明するこ

とができる書 

類 

 

 

 

 

所得の 

著しい 

減少に 

よるも 

の 

被保険者の属する世 

帯の主たる生計維持 

者の収入が大震災に 

より著しく減少した 

こと。 

事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいず

れかが減少することが見込まれ、その減少額が前年の

当該収入額の３割以上であるもので総所得金額等が

１，０００万円以下であるもの。 

（前年の総所得金額等から減少することが見込まれる

当該収入に係る前年の所得金額を控除して４００万円

を超えるものを除く） 

前年の総所得金額等 減免割合 

300万円以下 全  部 

300万円超  400万円以下 10分の8 

400万円超  550万円以下 10分の6 

550万円超  750万円以下 10分の4 

750万円超 1,000万円以下 10分の2 
 

簡易申告書等 

の所得情報が 

得られる書類 

（所得が把握 

できていない 

場合） 
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失職、

業務を

廃止ま

たは休

止した

もの 

被保険者の属する世 

帯の主たる生計維持 

者が失職し、現在収

入がないものや、業

務を廃止し、又は休

止した。 

 

 

被保険者に係る保険料額の全部 

 

公的に交付さ

れる書類であ

って、事実が

確認できるも

の 

原子力災害対策特別 

措置法による指示の 

対象地域・区域に居 

住していたこと。 

① 原子力災害対策特別措置法第１５条第３項の規定

による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係

る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は

退避を行っているもの 

② 同法第２０条第３項の規定による、計画的避難区域

及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策

本部長の指示の対象となっているもの 

③同法第１７条第８項の規定による、特定避難勧奨地

点に居住しているため、避難を行っているもの 

被保険者に係る保険料額の全部 

※減免対象は、それぞれの指示があった日の属する月

分からとする。 

※平成２３年４月２２日に指示が解除された地域の減

免対象は、平成２３年６月分までとする。 

避難指示等の

対象地域に住

所を有してい

たことが確認

できるもの 

（ 被 災 証 明

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力 

災害に 

よるも 

の 

特定避難勧奨地点に 

居住していたこと。 

特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第１７

条第８項の規定により設置された原子力災害現地対策

本部の長が、事故発生後１年間の積算線量が２０ｍS

ｖを超えると推定されるとして特定した住居をいう。）

に居住しているため、避難を行っているもの 

被保険者に係る保険料額の全部 

※減免対象は、通知を受けた日の属する月分からとす

る。 

特定避難勧奨

地点に居住し

ており、避難

していること

が確認できる

もの 

（ 被 災 証 明

等） 

特に必 

要があ 

ると認 

めるも 

の 

上記事由に準ずる者 

として、広域連合が 

認めたこと。 

上記事由に掲げる基準に準ずる基準 上記事由に準 

ずると証明す 

ることができ 

る書類 
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４ ４ ４ ４ 医療費適正化事業医療費適正化事業医療費適正化事業医療費適正化事業について について について について 

○○○○長寿健康長寿健康長寿健康長寿健康づくりづくりづくりづくり訪問指導事業訪問指導事業訪問指導事業訪問指導事業について について について について 

１ １ １ １ 事業事業事業事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況について について について について 

「長寿健康づくり訪問指導事業」については、被保険者の健康の保持・増進

を図ることを目的に、平成２１年度においては、医療費適正化事業として、鋸

南町の協力を得て、モデル事業として実施しました。平成２２年度においては、

保険者機能強化事業として、船橋市、君津市、東金市の３市で被保険者への訪

問指導を実施した。 

 

 （事業の実施状況） 

平成２１年度 鋸南町 訪問実施者 １１名 

平成２２年度 船橋市 訪問実施者 １０名（再訪問 １名） 

       君津市 訪問実施者 １８名（再訪問 ２名） 

       東金市 訪問実施者  ２名 

 

    ２ ２ ２ ２ 平成平成平成平成２３２３２３２３年度事業予定年度事業予定年度事業予定年度事業予定について について について について 

本年度も、保険者機能強化事業として、「長寿健康づくり訪問指導事業」を実

施する。 

実施市町村については、４月に県内市町村に意向調査行い、本年度は、野田

市、旭市、柏市、いすみ市、九十九里町の５市町の協力を得て、事業を実施す

ることとした。 

  実施対象者は、５市町で５０名を予定している。 

  現在、レセプトから訪問指導実施対象者の選定を行っているところであり、

選定が出来次第、保健師による訪問指導を実施する。 

 

    ３ ３ ３ ３ 今後今後今後今後のののの事業実施方針事業実施方針事業実施方針事業実施方針について について について について 

  「長寿健康づくり訪問指導事業」については、広域連合として全市町村での

実施を検討しているところであり、その実施方法等については、今後、市町村

の意見をお聞きし、検討していきたいと考えている。 

議題議題議題議題４４４４
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資料 平成資料 平成資料 平成資料 平成２２２２２２２２年度長寿健康年度長寿健康年度長寿健康年度長寿健康づくりづくりづくりづくり訪問指導事業訪問指導事業訪問指導事業訪問指導事業について について について について 

 

１ 事業の概要 

同一疾病で複数の医療機関を受診している重複受診者、及び同一月内に医療機

関に頻回に受診している頻回受診者等に対し、保健師等が訪問し、本人及びその

家族に、適正受診や疾病の重症化予防の為の日常生活習慣改善への支援、療養方

法等の保健指導を行うことにより、健康の保持増進、疾病の早期回復を図り、ひ

いては医療費の適正化の推進を目的とする。 

 

２ 実施体制 

（１）訪問希望調査  県内市町村に照会（平成２２年５月） 

（２）訪問実施市町村 船橋市、君津市、東金市の３市にて実施 

（３）事業概要等説明 実施市町村３市を訪問（平成２２年８月）  

① 訪問事業の進め方、広域連合と市町村との役割分担等については、訪問

事業フローチャートを参照 

② 訪問指導事業ハンドブック作成 

 

３ 実施方法 

（１）対象者 

  ① １人に対して１回の訪問指導を実施する。ただし保健師が必要と判断す

れば再訪問を実施する。 

  ② 被保険者のうち重複・頻回受診者を対象とする。 

   ○重複受診者:３ヶ月連続して、同一疾病で、３ヶ所以上の医療機関を受

診している者 

   ○頻回受診者:３ヶ月連続して、同一疾病で、一月内に１５回以上同じ医

療機関に受診している者 

 

（２）対象者の抽出 

  ① 広域連合のレセプト（平成２２年３月から５月の３ヶ月分）から、上記

内容の対象者を抽出し、保健師が内容を確認して訪問予定対象者を決定し、

市町村に依頼する。 

  ② 個人ごとにファイルを作成し、訪問記録票、家族状況及び通院状況等が

把握できるよう資料を整備する。 
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４ 実績について 

（１）家庭訪問状況 

① 訪問期間 平成２２年９月～１０月 

② 性別  男性１５名 女性１５名 

  ③ 年代  ７０歳代 ２０名、８０歳代 １０名   

 

（２）訪問者内訳 

訪問数 
市町村名 

重複受診者 頻回受診者 計 
再訪問数 

（参考） 

訪問拒否数 

船橋市 ２ ８ １０ １(重複)  

君津市 １ １７ １８ ２(頻回) １ 

東金市 ０ ２ ２ ０ １ 

計 ３ ２７ ３０ ３ ２ 

 

５ 効果判定について 

（１） 分析方法 

 レセプト分析による訪問指導実施者の訪問指導前の３ヶ月(平成２２年３

月～５月)と訪問指導後３ヶ月間の医療費を比較し、その差により「１ヶ月

あたりの医療費の効果額」を算出する。 

 

（２）効果判定基準 

① 改善したとする基準 

訪問指導後、訪問指導対象者選定基準に該当しなくなった者 

（選定基準） 

○重複受診者:３ヶ月連続して、同一疾病で、３ヶ所以上の医療機関を受

診している者 

○頻回受診者:３ヶ月連続して、同一疾病で、一月内に１５回以上同じ医

療機関に受診している者 

 

② 何らかの改善が見られたとする基準 

訪問指導対象者選定基準の範囲内であるが、何らかの改善が見られた者  

○重複受診者：訪問指導実施月の翌３ヶ月間において、同一疾病について

受診した医療機関数の１ヶ月当たりの平均が、対象者として選定された

時の３ヶ月のものと比較して、１ヶ所以上減少したこと。 

○頻回受診者：訪問指導実施月の翌３ヶ月間において、同一医療機関の受
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診回数の合計が、対象者として選定された時の３ヶ月のものと比較して

５回以上減少したこと。 

 

（３）効果分析結果 

訪問指導実施者（３０名）のうち、訪問指導後に改善したもの５名及び何

らかの改善が見られた者５名、計１０名の効果を分析したところ、1 人・1

ヶ月あたり、２４，０５０円の効果額がみられた。 

 

効 果 判 定 結 果  

訪問指導実施

者で改善効果

を把握した者

(A) 

 

①指導後の改

善した者(B) 

②指導後、何

らかの改善が

見ら れ た 者

(C) 

改善が見られ

た者に係る１

ヶ月あたりの

効果額の合計 

(D) 

1 人当たりの

1ヶ月当たり

の効果額 

(D)/(B)+(C) 

 

訪問指導の改

善割合 

(B)+(C)/(A) 

 

２６名 ５名 ５名 240,500 円 24,050 円 38.5% 

※ 訪問実施者３０名のうち４名については、死亡、入院により改善効果が

把握できなかった。 

 

６ 訪問指導を行った保健師との意見交換 

  ① 訪問予約について 

訪問予約あり（２市）訪問予約なし（１市）であったが、全体的には訪

問趣旨を話す中で了解が得られ、面接が出来た。訪問拒否の 2 名は電話で

生活状況、治療状況の説明があった。 

  ② 頻回受診者事例は、整形外科が主であり、受診回数は多いが、主治医の

指示に従って受診しており、受診することで痛みをおさえて生活できる。

受診することで楽になる。歩き方が楽になった等の意見が多く聞かれたと

のこと。訪問で受診回数減少を目標とするのには無理があるのでは。介護

予防教室との連携や老人クラブ等の紹介の他地域の中で高齢者が参加で

きるような会が近隣にあると良いのだが等の意見が聞かれた。 

  ③ 訪問準備として広域連合では個人ごとのファイルを作り情報整理し、ま

た訪問ハンドブックを作成して保健師が訪問しやすいよう工夫した。 

・ 個人ごとにレセプトが整理されており、訪問準備に係る時間が少なく

てすんだ。 

・ 家族状況が入っていて情報がわかりやすかった。 

・ 事前に訪問者の健康診査結果を把握して訪問でき、面接がスムーズに

出来た。 

・ ハンドブックがあり、訪問前に各保健師が読んで訪問に望んだので参
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考になった等 

  ④ 訪問記録票について意見が出されたので、今後の記録票に反映させたい。 

  ⑤ 再訪問者３名の状況は 

・ 第１回目の訪問が退院直後だったので経過を見る為再訪問した。 

・ 頻回受診者だったので保健師の訪問が受診抑制につながらないよう

指導し説明を加え次回の訪問につなげた。本人も適正受診を考えてい

たので時宜を得た訪問につながった。 

・ 薬が重複されており主治医に相談するようまた、お薬手帳の活用につ

いて指導した。等 

 

７ 今後の事業展開について 

   重複・頻回受診者に対する訪問指導の実施については、国において医療費

適正化効果が期待できる重点事業として位置付けており、保険者

の積極的な取り組みが求められていることから、全県的な事業の

実施が必要と考えており、計画的、段階的に事業を推進していく

ものとする。 
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５ ５ ５ ５ 広報計画広報計画広報計画広報計画についてについてについてについて    
    

    １ １ １ １ 広報広報広報広報のののの基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 

   後期高齢者医療制度の適正かつ円滑な運営に資するため、市町村と十分連携

を図り、多様な機会を活用して広報活動を実施する。また、広報の対象者(後

期高齢者)の目線に立ち、分かりやすい広報に努める。 

 

    ２ ２ ２ ２ 平成平成平成平成２３２３２３２３年度 広報活動計画 年度 広報活動計画 年度 広報活動計画 年度 広報活動計画 

（１）広域連合 

ア パンフレット等の作成 

(ⅰ)制度解説パンフレット等の作成  

   ・厚生労働省発行のリーフレットを必要に応じて印刷・配布する。 

   ・研修会等用に活用できる２４年度版「制度解説パンフレット」を作成す

る。 

  (ⅱ)同封小冊子の作成  

被保険者に、被保険者証を送付する際に同封する制度説明用小冊子を引

き続き作成する。 

【改善点】 文字を大きくし、下地の色を白にすることで見やすくすると

ともに、問い合わせが多い事項を新たに記載し、１６頁から２

４頁に増やしました。 

イ 被保険者証更新のポスター作成 

     後期高齢者医療被保険者証の更新ポスターを、医療機関及び市町村担当

課等へ配布する。 

ウ 広報紙の発行（定期刊行物：年２回） 

     後期高齢者医療制度や広域連合の行政情報等について掲載し、原則とし

て広域連合議会定例会（１０月、２月）の翌月に発行する。 

     ２４年度は保険料改定年度なので、新保険料周知のため、３月発行分は

全世帯配布する。 

     また、大幅な制度改正などで周知する必要が生じた場合は臨時号を発行

する。 

議題議題議題議題５５５５
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  エ 広報紙の配布方法 

     広報紙の配布方法については、平成 22 年 7 月 27 日付け千広総第 108

号をもって実施したアンケートの結果を考慮し、従前どおり市町村に希望

部数を配布し、市町村ごとの対応による配布方法で行うものとする（平成

22 年度第 2回幹事会で了承済み）。 

     なお、重要事項の周知については、必要に応じて被保険者に個別配布す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  オ ホームページによる情報提供 

  カ 説明会等の開催 

    市町村の行政区を越える団体からの要請等により、制度の説明・周知を図

る。 

（２）市町村 

  ア 広報紙への掲載 

平成２３年度の保険料の支払い方法など制度等の周知について、適宜、

適切なタイミングで掲載をお願いしたい。 

    ※広域連合より掲載を依頼する場合は、掲載原稿をメールいたします。 

  イ ホームページによる情報提供 

     広報紙への掲載にあわせ、適宜、適切なタイミングで市町村ＨＰによる

情報提供をお願いしたい。 

  ウ 説明会等の開催 

自治会等の要請により、出前講座等を開催し、制度等の周知をお願いし

たい。 

回答数 市町村数割合 被保険者数割合

(54) (100.0%) (100.0%)

ア 29 53.7% 38.3%

イ 7 13.0% 9.8%

ウ 広域連合から被保険者あてに送付 13 24.1% 38.4%

ア・ウ 1 1.9% 6.0%

イ・ウ 2 3.7% 3.4%

イ・エ 2 3.7% 4.1%

エ 0 0.0% 0.0%

アンケート項目　広報紙の配付方法について　　今後、どのような配布方法が望ましいと思いますか。

回答項目

広域連合から各市町村へ希望部数を配布（各市町村による対応）

広域連合から各市町村へ希望部数を配布（各市町村による対応）・広域連合から被保険者あてに送付

新聞折り込み

新聞折り込み・広域連合から被保険者あてに送付

新聞折り込み・その他（新聞未購読世帯については市で対応・希望により郵送）

その他
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    ３ ３ ３ ３ 後期高齢者医療制度臨時特例基金後期高齢者医療制度臨時特例基金後期高齢者医療制度臨時特例基金後期高齢者医療制度臨時特例基金のののの活用 活用 活用 活用 

   広報のためのリーフレットの印刷・封入・郵送、新聞等への広告掲載、チラ

シの折り込み、ホームページの更新その他特別対策に関する広報に必要な経費、

及び説明会の実施に要する経費(人件費は対象外)を対象とし、基金の活用によ

る広報の充実を図る。 
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６ ６ ６ ６ 広域計画広域計画広域計画広域計画のののの策定策定策定策定について について について について 

    

    １ １ １ １ 改定改定改定改定にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての取組体制 取組体制 取組体制 取組体制 

        改定にあたっては、千葉県後期高齢者医療懇談会をはじめ、千葉県後期高齢者医療広域

連合幹事会、同協議会及び市町村担当課長会議の意見を踏まえるとともに、パブリックコ

メントを実施するものとする。 

  なお、「千葉県後期高齢者医療広域連合市町村担当者会議設置要綱」に基づき、市町村の

ご協力を得て会議を設置し原案づくりを進めるものとする。 

 

    ２ ２ ２ ２ 計画期間 計画期間 計画期間 計画期間 

        現広域計画は、平成１９年度に策定され平成２３年度までの５か年の計画となっている

ため、改定計画を平成２４年度から平成２８年度までの５か年計画として、本年度内を目

途に策定するものとする。 

 

    ３ ３ ３ ３ 主主主主なななな改定改定改定改定スケジュール スケジュール スケジュール スケジュール 

        ６月 ・担当者会議発足、検討の着手 

  ６月から８月 ・素案の検討 

  ９月 ・素案の作成 

１０月 ・幹事会、市町村課長会議、協議会、医療懇談会の意見聴取 

     ・案の作成 

１１月 ・関係団体の意見聴取 

１２月 ・パブリックコメントの実施 

     ・修正案の作成 

  １月 ・幹事会、市町村課長会議、協議会、医療懇談会の意見聴取 

     ・最終案作成 

  ２月 ・議会に上程・議決を得る 

     ・公表 

 

    ４ ４ ４ ４ 第一回担当者会議第一回担当者会議第一回担当者会議第一回担当者会議のののの開催開催開催開催について について について について 

① 開催日 平成２３年６月２８日 

② 事務局各課より 6 名、 

市より 6 名(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、印西市) 

議題議題議題議題６６６６
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 ② 第一回担当者会議次第 

  第一次広域計画について 

  第二次広域計画に向けての考え方 

  今後の策定日程の確認 

  現段階での他の広域連合の状況 

  素案のたたき台の作成について 

  

 ③ 会議での主な意見 

     第一次広域計画を改定する形で良いのではないか。 

  他の広域連合の状況について情報収集を行うべきである。 

  資料について、特に人口推計(高齢者人口)については、平成２４年以降の「千葉

県高齢者福祉計画」の推計値を参考にすべきである。 
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高齢者高齢者高齢者高齢者のためののためののためののための新新新新たなたなたなたな医療制度等医療制度等医療制度等医療制度等について について について について 

                                                                    

 経過 経過 経過 経過                
・ 平成22年 8月 20日 高齢者高齢者高齢者高齢者のののの新新新新たなたなたなたな医療制度等医療制度等医療制度等医療制度等についてについてについてについて（（（（中間中間中間中間とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ） ） ） ） 

公表公表公表公表 

                         ↓ 

・平成22年 9月 21日 「「「「中間中間中間中間とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ」」」」にににに関関関関するするするする意見提出意見提出意見提出意見提出 

「中間とりまとめ」を受けて、10月 5日に開催される「新

たな高齢者医療制度についての公聴会」に向けて厚生労働

省より意見調査の依頼があり、「中間とりまとめ（案）」同

様、懇談会委員・市町村職員・広域連合職員へ意見の提出

を求めたところ、30件の意見、要望等が寄せられ、とりま

とめの上、厚生労働省に提出。 

           ↓ 

・平成22年 10月 22日 全国後期高齢者医療広域連合協議会全国後期高齢者医療広域連合協議会全国後期高齢者医療広域連合協議会全国後期高齢者医療広域連合協議会へへへへ要望要望要望要望をををを提出提出提出提出 

全国後期高齢者医療広域連合協議会に対し、国への現行

制度及び新制度に関する要望事項を提出した。 

                         ↓ 

・平成22年 11月 18日 後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度にににに関関関関するするするする要望書要望書要望書要望書をををを提出提出提出提出 

全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じ、現行制度及

び新制度に関する要望書を厚生労働大臣宛に提出。 

                        ↓ 

・平成22年 12月 20日  高齢者高齢者高齢者高齢者のためののためののためののための新新新新たなたなたなたな医療制度等医療制度等医療制度等医療制度等について について について について 

（（（（最終最終最終最終とりまとめとりまとめとりまとめとりまとめ））））発表 発表 発表 発表 

↓ 

  ・平成 23 年 1 月以降   国国国国においてにおいてにおいてにおいて国会国会国会国会にににに法案提出予定法案提出予定法案提出予定法案提出予定であったがであったがであったがであったが、、、、いまだなさいまだなさいまだなさいまだなさ

れていないれていないれていないれていない。。。。このためこのためこのためこのため、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月からからからから新制度移行新制度移行新制度移行新制度移行をををを

予定予定予定予定していたがしていたがしていたがしていたが、、、、そのそのそのその後後後後のののの予定予定予定予定についてはについてはについてはについては示示示示されていないされていないされていないされていない。 。 。 。 

                ↓ 

・平成23年 5月 17日  全国後期高齢者医療広域連合協議会全国後期高齢者医療広域連合協議会全国後期高齢者医療広域連合協議会全国後期高齢者医療広域連合協議会へへへへ要望要望要望要望をををを提出提出提出提出 

全国後期高齢者医療広域連合協議会に対し、国への現行

制度及び新制度に関する要望事項を提出した。 

                        ↓ 

・平成23年 6月８日  後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度にににに関関関関するするするする要望書要望書要望書要望書をををを提出提出提出提出 

全国後期高齢者医療広域連合協議会を通じ、現行制度及

び新制度に関する要望書を厚生労働大臣宛に提出。 

        

 

そのそのそのその他他他他
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